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1．基本方針 

 

水道事業者には水道法第 20条により定期及び臨時に水質検査を行うことが義務付け

られており、同法施行規則第 15条第 6項では毎年度開始前に水質検査計画を策定する

よう規定されています。 

御嵩町では毎日の生活に欠かせない大切な水を、町民の皆様に安心してご利用して

いただくため、本書のとおり「水道水質検査計画」を策定し、この計画に従って水質

検査を実施します。 

  ○過去に実施した水質検査の結果を基に水質検査計画を策定します。 

○検査地点は、水道基準が適用される給水栓とします。 

○検査項目は、水道法で検査が義務付けられている水質基準項目等のとおりとします。 

○水質検査結果をすみやかに公表し、必要に応じて水質検査計画の見直しを行います。 
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2．水道事業の概要 

 

【御嵩町水道事業の概要】 

御嵩町の水道は、岐阜県営水道から購入した水を皆様に供給しています。平成 23年

までは一部の水を赤坂浄水場で浄水処理しておりましたが、平成 23年 9 月 20 日、21

日に発生した台風 15号により水源に被害を受けたことで運用を停止させ、同年、町全

体を県水で供給することになりました。県水は、御嵩町南山(中区配水池)と御嵩町伏見

(低区配水池)の 2箇所で受水しています。 

また、平成 26年度から上之郷地区(水道未普及地域)へ給水を開始しており、平成 29

年 4月 1日の供用開始をもって対象区域すべての給水を開始しています。 

〈配水状況〉 

 上水道 

給 水 区 域  御嵩町全域 (大久後、小和沢を除く) 

給 水 人 口  16,485人 

普 及 率 98.5％ 

給 水 戸 数  6,725戸 

計画 1 日最大給水量  6,920㎥/日 

1 日最大給水量  6,514㎥/日 

1 日平均給水量  5,753㎥/日 

※ 計画 1日最大給水量以外の数値については令和 6年度末の数値です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

御嵩町全図
御嵩町役場

中区配水池

低区配水池

3 

 



  

4 

 



３．水源の状況並びに原水及び浄水の水質状況 

 

岐阜県が白川取水口より取水した水を美濃加茂市の山之上浄水場で浄水処理した後、

南山給水地点(中区配水池)及び伏見給水地点(低区配水池)で受水し各家庭へ配水してい

ます。 

 

〈浄水施設の概要〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岐阜県東部広域水道事務所ホームページ 

【 https://www.pref.gifu.lg.jp/soshiki/26118/ 】 
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４．採水地点、検査項目、検査頻度及びその理由 

 

 採水地点  

・１日に１回以上の検査 

下記の毎日検査採水地点一覧表の配水エリアごとに各１箇所の給水栓等を選

定して行います。 

    ・１月又は３月に１回以上の検査 

１月又は３月に１回以上の検査項目における採水は、ラスパ裏（排泥）、真名田

親水公園給水栓、謡坂加圧ポンプ場、次月第２調整池を選定して行います。 

     

毎日検査採水地点一覧表 

配水エリア 給水栓 

低区配水エリア 

（伏見地区） 

ラスパ裏（排泥） 

伏見公民館 

中区配水エリア 

（中、御嵩地区） 

比衣青木（排泥） 

真名田親水公園 

白山多目的グランド 

高区配水エリア 

（御嵩、上之郷地区） 

西洞（排泥） 

綱木（排泥） 

津橋公衆トイレ 

次月第 2調整池 

瑞浪市消火栓 

 

 検査項目及び検査頻度（水道法施行規則第 15条第１項） 

・１日に１回以上行う項目 

色及び濁り並びに消毒の残留効果 

・１月に１回以上行う項目 

水質基準の基本的項目 

（一般細菌、大腸菌、塩化物イオン Cl-、全有機炭素量 TOC、pH値、味、臭気、

色度、濁度） 

・３月に１回以上行う項目 

基本的項目を除く水質基準の全項目  

※検査項目は別紙「水質検査項目一覧表」のとおりとします。 

※各検査項目における検査回数は、水道法施行規則第 15条第１項第 3号に定め

る回数とし、過去の水質検査の実績により検査の頻度を決定しています。 
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5．水質検査方法 

検査方法 

① １日に１回以上の検査 

      色・濁り：デジタル濁色度計（㈱共立理化学研究所：DTC-4DG） 

消毒の残留効果： 残留塩素測定器（㈱オーヤラックス：Photometer CL-2） 

      検査は、施設管理の委託契約を結ぶ委託業者等により実施。 

 

② １月又は３月に１回以上の検査 

水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法（平成 15年 7月

22日厚生労働省告示第 261号）で行います。 

 

6．臨時の水質検査 

臨時の水質検査は次のような場合に行います。 

（１）岐阜県東部広域水道事務所において異常が発生したとき 

（２）水源付近、給水区域及びその周辺において消化器系感染症が流行したとき 

（３）送配水管の大規模な工事、その他水道施設が著しく汚染された可能性があるとき 

（４）その他特に必要があると認められるとき 

※なお、上記における検査項目についてはそれぞれの事態に応じて可茂保健所、水質

検査委託機関、その他関係機関と協議し水質基準項目の中から必要と思われる項目

を選択し、実施します。 

 

7．水質検査の自己/委託の区分 

 

本町には検査室等必要な設備が整っていないことから水道法第 20条第３項の規定によ

り国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関に委託して実施します。 

 

8．水質検査計画及び水質検査結果の公表 

 

（１）水質検査計画 

水質検査計画は年度毎に策定し、4月第１週（休日の場合は第 2週）に御嵩町ホー

ムページに掲載します。 

（２）水質検査結果 

水質検査計画に基づき実施した水質検査の結果を水質基準の適合状況を含め、検

査から２週間以内に御嵩町ホームページに掲載します。 
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掲載箇所 町ホームページ 

 

１．総合トップページから【メニュー】へ 

２．メニューから【町政情報】へ 

３．町政情報から【施策】へ 

４．施策から【各種計画】へ 

５．各種計画から【令和８年度御嵩町水道水質検査】へ 

 

 

9．その他留意事項 

（１）汚染の早期発見及び連絡通報体制の整備 

水道水で水質事故が発生した場合は、検査委託機関と連携し、水質検査等を

行い、被害の拡大を防止するとともに早期復旧に努めます。また、岐阜県東部

広域水道事務所と協力し、事故の原因究明を行い、発生の未然防止に努めます。 

（２）水質検査における精度管理及び信頼性保証 

水道 GLPを取得している検査機関に水質検査を依頼します。 

水道GLPとは、国際規格である ISO 9001と ISO/IEC 17025 の要求事項を、

日本水道協会が、各水道事業体が実施している水道水の水質検査の実情に合わ

せて具体化したものです。過去に行った水質検査が正確かつ適切に実施された

ことを利用者等に対して保証することを目的として、試料のサンプリング方法、

検査の手順、使用する機械器具、測定結果の管理方法等、検査に関わるすべて

の項目についての実施記録を残すことが要求されます。 
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※原水については県水受水であるため、検査を行いません。 

〈別表１〉　令和８年度　水質検査項目一覧表

水質基準項目 検査回数 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 年間 理　由
1 一般細菌 毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査省略不可
2 大腸菌 毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 毎月検査省略不可
3 カドミウム及びその化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

4 水銀及びその化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

5 セレン及びその化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

6 鉛及びその化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

7 ヒ素及びその化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

8 六価クロム化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

9 亜硝酸態窒素 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

10 シアン化物イオン及び塩化シアン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

12 フッ素及びその化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

13 ホウ素及びその化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

14 四塩化炭素 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

15 １,４－ジオキサン 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

16
シス－１,２－ジクロロエチレン及び
トランス－１,２－ジクロロエチレン

年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

17 ジクロロメタン 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

18 テトラクロロエチレン 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

19 トリクロロエチレン 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

20
ペルフルオロオクタンスルホン酸
（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸
（PFOA）

3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

21 ベンゼン 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

22 塩素酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可
23 クロロ酢酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可
24 クロロホルム 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可
25 ジクロロ酢酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可
26 ジブロモクロロメタン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可
27 臭素酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

28
総トリハロメタン（クロロホルム、ジブロモ
クロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブ
ロモホルムのそれぞれの濃度の総和）

3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可

29 トリクロロ酢酸 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可
30 ブロモジクロロメタン 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可
31 ブロモホルム 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可
32 ホルムアルデヒド 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可
33 亜鉛及びその化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

34 アルミニウム及びその化合物 3ヶ月毎 ○ ○ ○ ○ 4 3ヶ月に1回省略不可
35 鉄及びその化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

36 銅及びその化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

37 ナトリウム及びその化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

38 マンガン及びその化合物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

39 塩化物イオン 毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 自動連続測定していないので検査回数の減不可

40 カルシウム、マグネシウム等 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

41 蒸発残留物 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

42 陰イオン界面活性剤 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

43
(4S,4aS,8aR)－オクタヒドロ-4,8a-ジメチ
ルナフタレン-4a(2H)-オール（別名　ジェ
オスミン）

年1回 ○ 1
過去の検査結果が2分の１を超えたことがな
い、かつ原因である藻類が発生する水源で
はないため

44
1,2,７,7-テトラメチルビシクロ［2,2,1］ヘプ
タン-2-オール（別名　２－メチルイソボ
ルネオール）

年1回 ○ 1
過去の検査結果が2分の１を超えたことがな
い、かつ原因である藻類が発生する水源で
はないため

45 非イオン界面活性剤 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

46 フェノール類 年1回 ○ 1 過去3年間の結果が基準値の5分の1以下のため

47 有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） 毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 自動連続測定していないので検査回数の減不可

48 ｐＨ値 毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 自動連続測定していないので検査回数の減不可

49 味 毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 自動連続測定していないので検査回数の減不可

50 臭気 毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 自動連続測定していないので検査回数の減不可

51 色度 毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 自動連続測定していないので検査回数の減不可

52 濁度 毎月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 自動連続測定していないので検査回数の減不可

項目 検査回数 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 年間 備考

1～21,33～48,50～52の項目(40項目) 0 県水受水のため該当なし
大腸菌（指標菌） 0 県水受水のため該当なし
嫌気性芽胞菌（指標菌） 0 県水受水のため該当なし
クリプトスポリジウム 0 県水受水のため該当なし
ジアルジア 0 県水受水のため該当なし

定期健康診断（おおむね半年に1回）に関する検便検査日 ：　4月・10月実施

水質検査委託機関名称 ：株式会社総合保健センター

毎日検査実施場所 ： ラスパ裏（排泥）、伏見公民館、比衣青木（排泥）、真名田親水公園、白山多目的グランド、西洞（排泥）、
綱木（排泥）、津橋公衆トイレ、次月第2調整池、次月（消火栓）

原
水

水道事業者名 ： 御嵩町

浄水場名 ：県水受水 クリプトスポリジウム対策指針 ： レベル　 １  ・  ２  ・  ３  ・  ４

採水の場所 ：ラスパ御嵩裏末端、真名田親水公園給水栓、謡坂加圧ポンプ場、次月第２調整池

水源種別 ：  地下水　  　表流水 　 　湧き水　  　その他 原水全項目水質検査 ：　-　月実施
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水質基準項目 (52項目) 

 項目 基準値 区分 概要 

1 一般細菌 100個/ml

以下 

病原生物

による汚

染の指標 

水の一般的清浄度を示す指標であり平常時は水

道水中には極めて少ないですが、これが著しく

増加した場合には病原生物に汚染されている疑

いがあります。 

2 大腸菌 検出され

ないこと 

人や動物の腸管内や土壌に存在しています。水

道水中に検出された場合には病原生物に汚染さ

れている疑いがあります。 

3 カドミウム及び 

その化合物 

0.003 ㎎/l

以下 

無機物・ 

重金属 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鉱山排水や工場排水などから河川水などに混入

することがあります。イタイイタイ病の原因物

質として知られています。 

4 水銀及びその化合物 0.0005 ㎎

/l以下 

自然水中に含まれることはまれであり、水銀鉱

床などの地帯を流れる河川や、工場排水、農薬、

下水などの混入によって河川水などで検出され

ることがあります。特定の水銀使用製品の製造

や輸出入等は 2015 年から原則禁止されていま

す。 

5 セレン及びその化合物 0.01 ㎎ /l

以下 

鉱山排水や工場排水などの混入によって河川水

などで検出されることがあります。 

6 鉛及びその化合物 0.01 ㎎ /l

以下 

鉱山排水や工場排水などの混入によって河川水

などで検出されることがあります。水道水中に

検出される鉛は、多くの場合使用している鉛管

からの溶出によるものです。 

7 ヒ素及びその化合物 0.01 ㎎ /l

以下 

地質の影響、鉱泉、鉱山排水、工場排水などの

混入によって河川水などで検出されることがあ

ります。多くのヒ素化合物は水溶性であるため、

ヒ素による水質汚染が起こることがあります。 

8 六価クロム化合物 0.02 ㎎ /l

以下 

３価、６価が一般的であり、鉱山排水や工場排

水などの混入によって河川水などで検出される

ことがあります。 

9 亜硝酸態窒素 0.04 ㎎ /l

以下 

窒素肥料や腐植、家庭排水などに含まれる窒素

化合物が化学的、微生物学的に酸化、還元を受

けて生成します。 
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 項目 基準値 区分 概要 

10 シアン化物イオン及び 

塩化シアン 

0.01 ㎎ /l

以下 

無機物・ 

重金属 

 

自然水中にはほとんど存在しませんが、工場排

水などの混入によって河川水などで検出される

ことがあります。シアン化カリウムは青酸カリ

として知られています。 

11 硝酸態窒素及び 

亜硝酸態窒素 

10 ㎎/l 以

下 

窒素肥料、腐敗した動植物、生活排水、下水な

どの混入によって河川水などで検出されます。

高濃度に含まれると幼児にメトヘモグロビン血

症(チアノーゼ症)を起こすことがあります。水、

土壌中で硝酸態窒素、亜硝酸態窒素、アンモニ

ア態窒素に変化します。 

12 フッ素及びその化合物 0.8㎎/l以

下 

主として地質や工場排水などの混入によって河

川水などで検出されます。適量摂取は虫歯の予

防効果があるとされていますが、高濃度に含ま

れると斑状歯の症状が現れることがあります。 

13 ホウ素その化合物 1.0㎎/l以

下 

火山地帯の地下水や温泉、ホウ素を使用してい

る工場からの排水などの混入によって河川水な

どで検出されることがあります。 

14 四塩化炭素 0.002 ㎎/l

以下 

一般有機

物 

 

自然界には存在しない合成化学物質であり、化

学合成原料、溶剤、金属の脱脂剤、塗料、ドラ

イクリーニングなどに使用され、地下水汚染物

質として知られています。 

15 1,4-ジオキサン 0.05 ㎎ /l

以下 

16 シス-1,2-ジクロロエチレン及

びトランス-1,2-ジクロロエチ

レン 

0.04 ㎎ /l

以下 

17 ジクロロメタン 0.02 ㎎ /l

以下 

18 テトラクロロエチレン 0.01 ㎎ /l

以下 

19 トリクロロエチレン 0.01 ㎎ /l

以下 

20 ペルフルオロオクタンスルホ

ン酸（PFOS）及びペルフルオ

ロオクタン酸（PFOA） 

0.00005

㎎/l以下 

（暫定） 

有機フッ素化合物の一種で、撥水・撥油性、化

学的安定性等の物性を示すため、幅広い用途で

使われてきました。一方で、難分解性、高蓄積

性、長距離移動性という性質があり、PFOS は

2010年から、PFOA は 2021年から国内での製

造・輸入等が原則禁止されています。 
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 項目 基準値 区分 概要 

21 

 

ベンゼン 0.01 ㎎ /l

以下 

一般有機

物 

自然界には存在しない合成化学物質であり、化

学合成原料、溶剤、金属の脱脂剤、塗料、ドラ

イクリーニングなどに使用され、地下水汚染物

質として知られています。 

22 塩素酸 0.6 ㎎ /l

以下 

消毒副生

成物 

消毒剤の次亜塩素酸ナトリウムに不純物として

含まれるほか、保存中に酸化することにより生

成されます。 

23 クロロ酢酸 0.02 ㎎ /l

以下 

原水中の一部の有機物質と消毒剤の塩素が反応

して生成されます。 

24 クロロホルム 0.06 ㎎ /l

以下 

25 ジクロロ酢酸 0.03 ㎎ /l

以下 

26 ジブロモクロロメタン 0.1㎎/l以

下 

 

27 臭素酸 0.01 ㎎ /l

以下 

原水中の臭化物イオンが高度浄水処理のオゾン

と反応して生成するほか、消毒剤の次亜塩素酸

ナトリウム製造時に、不純物として含まれてい

る臭化物イオンが酸化されて生成されます。 

28 総トリハロメタン(クロロホル

ム、ジブロモクロロメタン、ブ

ロモジクロロメタン及びブロ

モホルムのそれぞれの濃度の

総和) 

0.1㎎/l以

下 

クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモ

ジクロロメタン、ブロモホルムの合計を総トリ

ハロメタンと言います。 

 

 

29 トリクロロ酢酸 0.03 ㎎ /l

以下 

原水中の一部の有機物質と消毒剤の塩素が反応

して生成されます。 

30 ブロモジクロロメタン 0.03 ㎎ /l

以下 

31 ブロモホルム 0.09 ㎎ /l

以下 

 

 

32 ホルムアルデヒド 0.08 ㎎ /l

以下 

33 亜鉛及びその化合物 1.0㎎/l以

下 

着色 鉱山排水、工場排水などの混入や亜鉛メッキ鋼

管からの溶出に由来して検出されることがあ

り、高濃度に含まれると白濁の原因となります。 
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 項目 基準値 区分 概要 

34 アルミニウム及びその化合物 0.2㎎/l以

下 

着色 工場排水などの混入や、水処理に用いられるア

ルミニウム系凝集剤に由来して検出されること

があり、高濃度に含まれると白濁の原因となり

ます。 

35 鉄及びその化合物 0.3㎎/l以

下 

鉱山排水、工場排水などの混入や鉄管に由来し

て検出されることがあり、高濃度に含まれると

異臭味(カナ気)や、洗濯物などを着色する原因と

なります。 

36 銅及びその化合物 1.0㎎/l以

下 

鉱山排水、工場排水、農薬などの混入や給水装

置などに使用される鋼管、真鍮器具などからの

溶出に由来して検出されることがあり、高濃度

に含まれると洗濯物や水道施設を着色する原因

となります。 

37 ナトリウム及びその化合物 200 ㎎ /l

以下 

味 自然水中には広く分布し、水道の原水や井戸水

には自然由来のナトリウムが含まれます。工場

排水や塩素処理などの水処理由来のものも加わ

ることがあります。高濃度に含まれると味覚を

損なう原因となります。 

38 マンガン及びその化合物 0.05 ㎎ /l

以下 

着色 自然水中のマンガンは主に地質に由来し、まれ

に鉱山排水、工場排水の混入によって河川水な

どで検出されることがあります。また、消毒用

の塩素で酸化されると黒色を呈することがあり

ます。 

39 塩化物イオン 200 ㎎ /l

以下 

味 

 

自然水中の塩化物イオンは、海水の浸透など地

質に由来するものが多く、下水、家庭排水、工

場排水及びし尿などからの混入によって河川水

などで検出されることもあり、汚染の一つの指

標となります。また、高濃度に含まれると味覚

を損なう原因となります。 

40 カルシウム、マグネシウム等

（硬度） 

300 ㎎ /l

以下 

硬度とはカルシウムとマグネシウムの合計量を

いい、主として地質によるものです。硬度が低

すぎると淡泊でこくのない味がし、高すぎると

しつこい味がします。また、硬度が高いと石鹸

の泡立ちを悪くします。 
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 項目 基準値 区分 概要 

41 蒸発残留物 500 ㎎ /l

以下 

 水を蒸発させたとき得られる残留物のことで、

主な成分はカルシウム、マグネシウム、ケイ酸

などの塩類及び有機物です。残留物が多いと苦

み、渋みなどを付け、適度に含まれるとまろや

かさを出すとされます。 

42 陰イオン界面活性剤 0.2㎎/l以

下 

発泡 生活排水や工場排水などの混入に由来し、高濃

度に含まれると泡立ちの原因となります。界面

活性を示す部分のイオン性により４種に分類さ

れます。 

43 (4S・4aS・8aR)-オクタヒドロ

-4・8a-ジメチルナフタレン

-4a(2H)-オール(別名 ジェオ

スミン) 

0.00001

㎎/l以下 

カビ臭 湖沼などで富栄養化現象に伴い発生するアナベ

ナなどの藍藻類によって産生されるカビ臭の原

因物質です。 

44 1・2・7・7-テトラメチルビシ

クロ[2・2・1]ヘプタン-2-オー

ル (別名 2-メチルイソボル

ネオール) 

0.00001

㎎/l以下 

湖沼などで富栄養化現象に伴い発生するフォル

ミジウムやオシラトリアなどの藍藻類によって

産生されるカビ臭の原因物質です。 

45 非イオン界面活性剤 0.02 ㎎ /l

以下 

発泡 生活排水や工場排水などの混入に由来し、高濃

度に含まれると泡立ちの原因となります。 

46 フェノール類 0.005 ㎎/l

以下 

臭気 工場排水などの混入によって河川水などで検出

されることがあり、微量であっても異臭味の原

因となります。 

47 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3 ㎎/l 以

下 

味 水中に含まれる有機物を炭素の量で示すもの

で、試料を高温で燃焼させて発生する二酸化炭

素の量を測定することで得られます。得られた

値は、水質汚染を判断する上での重要な総括的

指標となります。 

48 pH値 5.8 以上

8.6以下 

基礎的 

性状 

0から 14の数値で表され、pH7が中性、7から

小さくなるほど酸性が強く、7 より大きくなる

ほどアルカリ性が強くなります。 

49 味 異常でな

いこと 

水の味に異常がある場合は、地質又は海水、工

場排水、化学薬品などの混入及び藻類など生物

の繁殖に伴うもののほか、水道管の内面塗装剤

などに起因することもあります。 
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 項目 基準値 区分 概要 

50 臭気 異常でな

いこと 

基礎的 

性状 

水の臭気に異常がある場合は、藻類など生物の

繁殖、工場排水、下水の混入、地質などに伴う

もののほか、水道水では使用される管の内面塗

装剤などに起因することもあります。 

51 色度 5度以下 水の色の程度を数値で示すもので、色のある水

は水道水の快適な使用を妨げる可能性がありま

す。また、汚染の指標ともなります。 

52 濁度 2度以下 水の濁りの程度を数値で示すもので、汚染状態

や水処理効果の判定等で重要な指標となりま

す。 

 

 

お問い合わせ先 

御嵩町役場建設部上下水道課 

郵 便 番 号  〒505-0192 

住 所  岐阜県可児郡御嵩町御嵩 1239-1 

電 話 番 号  0574-67-2111(内線 2135) 

F A X  0574-67-1999 

U R L  https://www.town.mitake.lg.jp/ 


